
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
平成２４年４月１日から同年９月３０日までの随意契約
【総務部】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

総務課
八尾市庁舎防災設
備保守点検業務

平成24年4月1日 阪和通工（株）
大阪市天王寺区南河堀
町3番34号シグナルセ
ンタービル

1,344,000

当該設備における施工業者であり、点検経過等の履歴を把
握し設備維持管理を最も安全かつ効率的で、適切、確実に
履行できるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号該当）

総務課
八尾市庁舎消防設
備保守点検業務

平成24年4月1日
日本ドライケミカ
ル（株）　大阪支
店

大阪府吹田市垂水町三
丁目15番31号

2,625,000

当該設備における施工業者であり、点検経過等の履歴を把
握し設備維持管理を最も安全かつ効率的で、適切、確実に
履行できるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号該当）

総務課
八尾市庁舎非常用
直流電源設備保守
点検業務

平成24年4月1日
古河電池（株）
関西支店

大阪市北区堂島浜二丁
目1番29号

504,000

当該装置は同社が製作した装置であり、同社でないと保守
が出来ないため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号該当）

総務課
八尾市庁舎空調設
備保守点検業務

平成24年4月1日 (有)ミタカ冷機
八尾市安中町六丁目5
番4号

1,416,450

複数メーカーかつ様々な設備にもかかわらず、過去確実に
保守点検業務を履行し、また、点検経過等の履歴を把握し
設備維持管理を最も安全かつ効率的で、適切、確実に履行
できるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

総務課
八尾市庁舎空調用
自動制御機器保守
点検業務

平成24年4月1日

アズビル（株）ビ
ルシステムカン
パニー　関西支
社

大阪市北区天満橋一丁
目8番30号ＯＡＰタワー

2,331,000

当該装置は同社が製作した装置であり、同社でないと保守
が出来ないため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号該当）

総務課
八尾市庁舎中央監
視盤保守点検業務

平成24年4月1日

パナソニックES
エンジニアリン
グ（株）　近畿支
店

大阪市中央区城見1-3-
7

2,415,000

当該装置は同ｸ ﾙ゙ ｰﾌ 会゚社が製作した装置であり、同社でな
いと保守が出来ないため。（地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号該当）

平成24年度　随意契約の公表（総務課）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

総務課
八尾市庁舎自家用
電気工作物精密点
検業務

平成24年4月1日 日本電検（株）
大阪市中央区高津一丁
目3番7号

753,690

点検経過等の履歴を把握し設備維持管理を最も安全かつ
効率的で、適切、確実に履行できるため。（地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎照明制
御システム保守点検
業務

平成24年4月1日

パナソニックES
エンジニアリン
グ（株）　近畿支
店

大阪市中央区城見1-3-
7

561,750

当該装置は同ｸ ﾙ゙ ｰﾌ 会゚社が製作した装置であり、同社でな
いと保守が出来ないため。（地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎エレベー
タ保守点検業務

平成24年4月1日
三菱電機ビルテ
クノサービス
（株） 関西支社

大阪市北区天満橋1-8-
30（OAPタワー）

5,096,700

当該装置は同ｸ ﾙ゙ ｰﾌ 会゚社が製作した装置であり、同社でな
いと保守が出来ないため。（地方自治法施行令第167条の2
第1項第２号該当）

総務課
八尾市庁舎本館エ
スカレーター保守点
検業務

平成24年4月1日
東芝エレベータ
（株）　関西支社

大阪市西区靱本町一丁
目11番7号

1,927,800

当該装置は同ｸ ﾙ゙ ｰﾌ 会゚社が製作した装置であり、同社でな
いと保守が出来ないため。（地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎議場音
響設備等保守点検
業務

平成24年4月1日

（株）ＪＶＣケン
ウッド　ビジネ
ス・ソリューショ
ン事業部　国内
営業部　西日本
営業部

大阪市淀川区田川二丁
目4番38号

1,260,000

当該装置は同社が製作した装置であり、同社でないと保守
が出来ないため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号該当）

総務課
八尾市庁舎電話交
換業務

平成24年4月1日 (株）アスウェル
大阪府羽曳野市伊賀五
丁目738番地の1

8,523,060

市民サービスに直接影響を与える当該業務を過去確実に履
行し、本市における交換業務のポイントも熟知している最も
適切、確実に履行できるため。（地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

総務課
八尾市庁舎古紙収
集・運搬業務

平成24年4月1日
大阪リサイクル
事業協同組合

大阪市中央区谷町一丁
目4番3号

単価契約
570,570

本庁舎における当該業務を過去確実に履行し、同業務のポ
イントも熟知しており最も適切、確実に履行できるため。（地
方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当）

総務課
八尾市庁舎電話交
換設備保守業務

平成24年4月1日
西日本電信電
話（株） 大阪東
支店

大阪市天王寺区清水谷
町2番37号

2,507,400

当該設備の構築業者であり、通信設備全般の機能維持を行
い、本市の電話通信設備の構造やポイントを熟知しているた
め。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎植栽等
散水業務

平成24年4月1日

公益社団法人
八尾市シル
バー人材セン
ター

八尾市宮町一丁目10番
32号

単価契約
922,083

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第41条第2項に
規定するシルバー人材センターから役務の提供を受ける契
約であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当）

総務課
八尾市庁舎電話交
換設備リース料

平成24年4月1日

東京センチュ
リーリース株式
会社　大阪情報
機器営業部

大阪市中央区本町３丁
目５－７

1,040,880

入札によるリース期間満了後の、非常に有利な契約金額で
のリース延長契約であり、改めて競争入札を行った場合に
得られる価格上の利益が見込めないため。（地方自治法施
行令第167条の2第1項第6号該当）

総務課
建物賃貸借契約（旧
JA信連ビル）

平成24年4月1日
大阪府信用農
業協同組合

大阪市中央区高麗橋三
丁目3番7号

2,620,800

市庁舎に近接しており、立地条件及び床面積等有効的に使
用できる条件を唯一満たしているため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

総務課
駐車場賃貸借契約
（駐輪場）

平成24年4月1日
公文書公開条
例第6条第1号
より非公開

同左 2,016,000

市庁舎に近接しており、立地条件及び面積等駐輪場として
有効的に使用できる条件を唯一満たしているため。（地方自
治法施行令第167条の2第1項第2号該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

総務課
市民総合賠償補償
保険

平成24年4月1日 全国市長会
東京都千代田区平河町
2-4-2

3,932,458

本市の施設瑕疵等に起因する賠償及び本市の主催行事等
での補償の必要がある場合に、包括的に財政的な負担軽
減を図ることができる保険であるため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

政策法務課 印刷業務の委託 平成24年4月1日

公益社団法人
八尾市シル
バー人材セン
ター

大阪府八尾市宮町一丁
目10番32号

2,278,716

印刷業務においては、過年度より同社に委託しており、その
業務の円滑を確保するためには同社に継続して委託するこ
とが望ましいため。（地方自治法施行令第167条の２第１項
第３号該当）

政策法務課 メール業務の委託 平成24年4月1日

公益社団法人
八尾市シル
バー人材セン
ター

大阪府八尾市宮町一丁
目10番32号

2,278,716

メール業務においては、過年度より同社に委託しており、そ
の業務の円滑を確保するためには同社に継続して委託する
ことが望ましいため。（地方自治法施行令第167条の２第１項
第３号該当）

政策法務課 例規管理検索システ
ム更新等業務委託

平成24年4月1日 第一法規㈱ 東京都港区南青山二丁目 4,063,164

例規管理検索システム更新等業務においては、平成20年度
実施のプロポーザル方式により選定した同社に委託してお
り、その業務の円滑を確保するためには同社に継続して委
託することが望ましいため。（地方自治法施行令第167条の
２第１項第２号該当）

政策法務課 顧問弁護士委託 平成24年4月1日
阿吽法律事務
所弁護士髙木
陽一

大阪府八尾市東本町三
丁目９番19号リバティ八
尾612号

630,000 訴訟等の業務の性質上、競争入札に適しないため。（地方
自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

政策法務課 顧問弁護士委託 平成24年4月1日
疋田淳法律事
務所弁護士疋
田淳

大阪府大阪市中央区北
浜二丁目１番19－802
号

720,000 訴訟等の業務の性質上、競争入札に適しないため。（地方
自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

政策法務課 顧問弁護士委託 平成24年4月1日 弁護士法人俵
法律事務所

大阪府大阪市東淀川区
東中島一丁目21番33号

720,000 訴訟等の業務の性質上、競争入札に適しないため。（地方
自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

政策法務課 顧問弁護士委託 平成24年4月1日
重法律事務所
弁護士重宗次
郎

大阪府大阪市都島区中
野町五丁目13番３号
ウォータータワープラザ
1607号室

720,000 訴訟等の業務の性質上、競争入札に適しないため。（地方
自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

市政情報課
（広報係）

市政だより（5～7月
号）

平成24年4月1日
㈱近畿印刷セン
ター 八尾営業
所

八尾市志紀町南二丁目
131番地

5,600,700

市政だより発行において、入札準備期間や発行に係る仕様
調整等に約3ヶ月程度を要するため、5～7月号について、前
年度契約業者と引き続き契約を行う。
（地方自治法施行令第167条の2第１項第5号該当）

市政情報課
（広報係）

市政だより配送業務
委託

平成24年4月1日
㈱エヌ・ティ･
ティ・ロジスコ西
日本営業本部

八尾市神武町一丁目79
番地

1,890,000
本業務遂行で安定した業務実績を残しており、今年度も円
滑に支障なく継続的に行うために、同社と委託契約を行う。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

市政情報課
（広報係）

「点字広報」発行、配
送等の業務委託

平成24年4月1日 特定非営利活
動法人ゆうあい

八尾市光南町一丁目3-
４　沼卯ビル204号

3,969,000

本市で作成された「やさしい市役所づくり指針」では、市内の
障がい者の雇用・就労支援を充実し、雇用を促進する配慮
が反映できる総合評価等の手法の検討を図る方向性が示さ
れている。地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規
定に該当する地域活動支援センターを運営する同法人は、
市の点字案内文書や点訳文書を受託するなど実績も有して
おり、本業務を委託するにあたり最適であり、市内作業所の
活性化や育成支援等も図ることも勘案し、同法人と委託契
約を行う。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当）

市政情報課
（広報係）

「声の市政だより」発
行、配送等の業務委
託

平成24年4月1日 八尾盲人福祉
協会

八尾市本町二丁目4番
10号

1,377,684

同協会は市内の視覚障がい者に対し、更生・教養など障が
い者福祉の推進活動を行っており、協会内で機関物として
声のテープを製作するなど実績も有している。また、「声の市
政だより」の配布対象者のほとんどが同協会の会員であるこ
とや地元団体の活性化や育成支援等を図るほか、「やさしい
市役所づくり指針」に示されている市内障がい者の雇用・就
労支援を充実し、雇用を促進する配慮が反映できる総合評
価の観点から、同協会と委託契約を行う。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

市政情報課
（広報係）

番組制作放送委託
（年間番組／八尾市
からのお知らせ等）

平成24年4月1日 やおコミュニティ
放送（株）

八尾市光町二丁目3番
アリオ八尾2階

37,625,650

幅広く市民に市政情報を発信するための有効な広報手段の
一つとして、コミュニティＦＭ放送による情報発信を行ってい
るが、同放送業務を行えるのは、市内で放送免許を有する
同社しかないため、同社と委託契約を行う。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

市政情報課
（広報係）

番組制作放送委託
（「河内音頭振興特
別番組」）

平成24年8月1日 やおコミュニティ
放送（株）

八尾市光町二丁目3番
アリオ八尾2階

737,100 同上
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

市政情報課
（広報係）

八尾市情報発信コー
ナー企画管理運営
委託

平成24年4月1日 やおコミュニティ
放送（株）

八尾市光町二丁目3番
アリオ八尾2階

3,240,000

本市の市政情報や地域資源、地域情報に精通し、さまざま
な情報発信のノウハウを有していることや、当該コーナーの
隣に位置し、迅速かつ効率的に来場者への対応ができるこ
とから同社と委託契約を行う。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

市政情報課
（広報係）

八尾市ホームページ
作成システムASP
サービス利用契約

平成24年4月1日 キステム㈱
滋賀県大津市浜大津一
丁目4番12号

1,575,000

同社は、本市ホームページのシステム再構築において、平
成20年度に公募型プロポーザル方式により、再構築後の５
年間のサービス利用も含めて業者選定委員会にて総合的
に採点し、最優秀提案業者であると決定した業者であり、現
ホームページ公開においては同システムを利用することが
必須であり、構築先である同社と契約を締結する以外に市
ホームページを公開できないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

住民情報システムオ
ペレーション業務委
託契約

平成24年4月1日
ナビオコン
ピュータ株式会
社

大阪府大阪市中央区高
麗橋四丁目3番7号

23,344,020

基幹システムの再構築途上である現時点で業者を変更する
ことは著しく非効率、かつ、住民情報システムの運用に支障
をきたす可能性が非常に高いため、現状において本市の住
民情報システムのオペレーションに熟練したオペレータを擁
し、適切に委託業務を処理できる唯一の業者であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

住民情報システム
データ入力業務委託
契約

平成24年4月1日
ナビオコン
ピュータ株式会
社

大阪府大阪市中央区高
麗橋四丁目3番7号

単価契約
（年間見込額）

16,039,245

基幹システムの再構築途上である現時点で業者を変更する
ことは著しく非効率、かつ、住民情報システムの運用に支障
をきたす可能性が非常に高く、現状において期限までに迅
速かつ正確にデータ入力、システム更新や制度改正等専門
的な問題にも即時に対応可能である当該業者を、適切に委
託業務を処理できる唯一の業者であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

マシン室無停電電源
設備保守点検業務
委託契約

平成24年4月1日 富士電機株式
会社 関西支社

大阪府大阪市福島区鷺
洲一丁目１１番１９号

912,975

機器の製造元であり、本機器について高度の知識を持つ専
門技術員を有する唯一の業者であり、保守点検を任せるに
最適であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

市政情報課
（情報システ
ム室）

情報記録物の保管
集配に関する業務委
託契約

平成24年4月1日
株式会社ワンビ
シアーカイブズ
大阪支店

大阪府大阪市中央区瓦
町二丁目2番7号

単価契約
（年間見込額）

1,701,000

災害発生時に地盤の液状化の危険性がない地域に保管場
所を有しており、建造物も耐震設計、セキュリティ対策、空調
設備等においてデータ保管に適した環境が施されており、盗
難防止に優れた集配専用車両を有しているため、個人情報
保護の観点から、また、データを安全に保管するという目的
を達成する上で信頼性が高いため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

フォームバースター
保守業務委託契約

平成24年4月1日
デュプロ株式会
社　大阪営業部

大阪府大阪市北区東天
満一丁目11番19号

370,692
当該装置は同社が製作した装置及びOEM供給した製品であ
り、同社でないと保守ができないため。
（地方自治法施行令第167条第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

OAサポート業務委
託契約

平成24年4月1日

テンプスタッフ・
テクノロジー株
式会社西エリア
事業部　大阪オ
フィス

大阪府大阪市北区中崎
西2-4-12 梅田センター
ビル10階

（半額）
2,291,940

21年度に一般競争入札を通じて選定した業者であり、昨年
度までの業務においても滞りなく遂行されている。本業務は
パソコンから本市での業務環境にいたるまで多岐に渡る知
識や経験が求められ、短期間で業者を変更することは本市
においてPCの不具合や問い合わせに迅速に対応できない
などの支障が発生するため
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

電子計算機（ホストコ
ンピュータ）の賃貸借
契約

平成24年4月1日
日本電子計算
機株式会社

東京都千代田区丸の内
3丁目4番1号

104,406,240

他の契約方と契約を交わすことは、現在のシステムの入替
えを行うこととなり、入替えには多額な費用が発生する上、
基幹システムであるため、市全体に大きな影響を及ぼすこと
になるため、相当の期間を持って準備し再構築するのでは
なく、契約先の変更を理由としてシステムの入れ替えを行う
ことは不可能であり、現在のシステム及び機能を維持するた
めには、昨年までの契約先が唯一の契約先となるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

基幹システム最適化
詳細設計業務委託
契約

平成24年4月1日
アクセンチュア
株式会社

東京都港区赤坂1丁目
11番44号 赤坂インター
シティ

8,400,000

基幹システム最適化事業は平成21年度より実施し、平成
25年度までの4年間でホストコンピュータの再構築を始めと
するシステム最適化を実施している。平成21年度基本設
計業務の業者選定時に、そうした4年間全体の基本設計、
詳細設計、構築管理を引き続き実施することを想定してプ
ロポーザルを実施し、4年間の合計費用も評価の上で業者
を決定しており、平成21,22年度業務について問題なく履行し
ている。今年度も引き続き業務を委託するにふさわしい業者
であり、他の業者に委託することは、これまでに実施した事
業を少なからずやり直すこととなるため、時間的、費用的に
明らかに非効率で事業者を変更することは本市にとって得
策ではないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

市政情報課
（情報システ
ム室）

光ファイバ賃貸借に
関する契約

平成24年4月1日
株式会社ケイ・
オプティコム

大阪府大阪市北区中之
島3丁目3番23号

3,212,433

新たに他の業者と契約することは、現在の光ファイバ網を放
棄し、新たに光ファイバ網を構築することとなり、莫大な費用
が発生するため、現在の光ファイバ網を使用するためには、
構築先であるケイ･オプティコム株式会社が唯一の契約先と
なるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

インターネットハイグ
レード契約

平成24年4月1日
株式会社ケイ・
オプティコム

大阪府大阪市北区中之
島3丁目3番23号

2,508,660

平成１６年２月、事業者・サービス・費用面を比較・検討のう
え、インターネット回線の切替え作業を行ない、現在まで順
調かつ良好な通信サービスの提供を受けている。事業者を
変更することになれば、変更費用・新規加入料や手続きが
発生することになり、現在良好なサービスの提供を受けてい
る状況で、事業者を変更することは本市にとって得策ではな
いため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

CIO補佐官業務委託
契約

平成24年4月1日
アクセンチュア
株式会社

東京都港区赤坂1丁目
11番44号 赤坂インター
シティ

2,100,000

当該業者は平成２１年度に基幹システム最適化基本設計業
務受託を皮切りに平成２２年・２３年と基幹システム最適化
詳細設計業務を受託するなど、本市の現状を調査し、３年に
わたり継続して業務に従事している為最も現状の八尾市を
把握していると認められるため
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

ITガバナンス等支援
業務委託契約

平成24年4月1日
アクセンチュア
株式会社

東京都港区赤坂1丁目
11番44号 赤坂インター
シティ

4,899,300

当該業者は平成２１年度に基幹システム最適化基本設計業
務受託を皮切りに平成２２年・２３年と基幹システム最適化
詳細設計業務を受託するなど、本市の現状を調査し、３年に
わたり継続して業務に従事している為最も現状の八尾市を
把握していると認められるため
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

グループウェアシス
テム保守業務委託
契約

平成24年4月1日
株式会社両備
システムズ

岡山県岡山市南区豊成
二丁目7番16号

840,000

本グループウェアの不具合の対応やバージョンアップなどを
行う際は、ソフトウェアの性質上本グループウェアの構築、
導入元である当該業者が本業務を委託できる唯一の業者で
ある為
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

住民情報等システム
運用サポート業務委
託契約

平成24年4月1日
扶桑電通株式
会社　関西支店

大阪市北区堂島浜2丁
目1番9号
（古河大阪ビル）

8,694,000

当該システムは性質上ホストコンピュータの稼働状況や開
発ノウハウなどを熟知している必要があるが、当市のパソコ
ン設定及びネットワーク環境設定を行い、他市での発経験も
豊富であり、ホストコンピューターの環境等まで熟知している
当該業者が本市の求める要求を満たす唯一の業者である
為。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

市政情報課
（情報システ
ム室）

e-ラーニングシステ
ムASP利用契約

平成24年4月1日
関西ビジネスイ
ンフォメーション
株式会社

大阪府大阪市北区中ノ
島3丁目2番18号

2,620,800

本システムについては、3年間の総額による費用比較を行な
うため、入札に準じた公開見積り合わせにより決定した業者
であり、3年間の総額で最も安価である業者に決定しており、
長期継続契約を想定した入札に準じた方法で業者決定して
いるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

簡易言語ソフトウェ
ア（EASYTRIEVE
PLUS）使用許諾契
約

平成24年4月1日
日本CA株式会
社

東京都千代田区平河町
2丁目7番9号

1,179,360

本ソフト（EASYTRIEVE　PLUS）は、本相手方が作成したソフ
トであり、賃貸借契約も代理店等を介さず本相手方のみが
直接取り扱っている為。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

地域イントラネット保
守業務委託契約

平成24年4月1日
扶桑電通株式
会社　関西支店

大阪市北区堂島浜2丁
目1番9号
（古河大阪ビル）

5,862,444

地域イントラネットは八尾市全域の施設などを結ぶ大規模
ネットワークであり保守範囲も機器それぞれの設定や保守
など多岐に渡る。また保守業務は継続的に従事する必要が
あるため、毎年度入札により選定を行なうことは、障害対応
などで支障をきたす恐れがあり本市にとって不利となるた
め。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

旧住民基本台帳関
係システム機器撤去
業務委託契約

平成24年6月15日
富士通株式会
社　西日本営業
本部

大阪市中央区城見2丁
目2番6号

982,800

住民基本台帳関係システムの再構築に際し、機器の入れ替
えについては、エミュレーター端末等撤去に専門的な知識を
有するものを、市民課・出張所にて同時期に行う必要がある
ことから、撤去作業を新システムへの移行の妨げにならない
ようスムーズに実施するためには、旧システムの導入と運用
保守、かつ新規システムの開発業者である富士通株式会社
と契約することが、本市にとって最も有益であると認められる
ため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システ
ム室）

ウィルス対策ソフト
ウェア更新契約

平成24年8月27日
トーテックアメニ
ティ株式会社

愛知県名古屋市西区名
駅二丁目27番8号
名古屋プライムセントラ
ルタワー

1,155,000

ウィルス対策ソフトの購入については、八尾市全体で一括契
約することで、ライセンス費用を大幅に削減することができ
る。また、F-Secureの年間ライセンスは、販売店を通しての
み購入が可能であり、販売店と更新契約を締結する必要が
ある。現在本市情報機器やシステム等の運用保守を行って
いる業者で、F-Secureの取り扱いが可能な３社に対し見積
もり合わせを実施した結果、最も安価な金額を提示したトー
テックアメニティと契約することが、本市にとって最も有益で
あると認められるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

9 / 10 ページ



担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

契約検査課
八尾市建設工事等
契約管理システムソ
フト保守業務

平成24年4月1日 （株）内田洋行
大阪支店

大阪市中央区和泉町二
丁目2番2号

604,800
当該システムは同社が開発したシステムであり、同社でない
と保守ができないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

契約検査課
平成２４年度契約管
理システム機能改良
委託業務

平成24年5月28日 （株）内田洋行
大阪支店

大阪市中央区和泉町二
丁目2番2号

651,000
当該システムは同社が開発したシステムであり、同社でない
と機能改良ができないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

人事課

職員情報システム用
ハードウェアにかか
る保守業務委託契
約

平成24年4月1日
（株）大和総研
ビジネス・イノ
ベーション

東京都江東区永代1-
14-5

1,030,680

当該契約は、同社が作成した職員情報システム用ハード
ウェアにかかる保守業務を委託するものであり、同社でない
とシステムの不具合への迅速な対応が困難なため。（地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

人事課
児童手当法改正に
伴うシステム対応業
務委託契約

平成24年8月1日
（株）大和総研
ビジネス・イノ
ベーション

東京都江東区永代1-
14-5

655,200

当該契約は、同社が作成した職員情報システムへ、当該契
約に係るシステムを追加するものであり、同社でなければそ
の導入が困難なため。（地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号該当）

人事課 人材派遣委託契約 平成24年4月1日 株式会社　ス
タッフジャパン

東京都中央区銀座1丁
目16番7号

単価契約（平成
24年度当初予算
額）　11,602,181

業務内容の同一性及び業務の効率性を考えた上、単年度も
しくは事業ごとで競争入札することが不利と考えられるため、
人材派遣の委託については3年毎に入札を行っている。
（前回入札平成21年8月25日 地方自治法施行令第167条の
2第1項第6号該当）
平成24年10月1日以降の委託契約については、平成24年8
月29日に入札実施。

職員課
八尾市職員採用時
健康診断等委託契
約

平成24年4月2日
財団法人パブ
リックヘルスリ
サーチセンター

大阪市西区西本町１－
３－１５大阪建大ビル7
Ｆ

単価契約
(24年度実績)

895,513

新規採用職員の健康診断は、採用した際に行う必要があ
り、契約について急を要したため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当）

職員課 子宮がん検診等委
託契約

平成24年5月15日

医療法人徳洲
会
八尾徳洲会総
合病院

八尾市若草町１－１７
単価契約

（年間見込額)
2,476,529

１、婦人科専門医が少なく受け入れる医療機関が極端に少
ないため。
２、職員が検診に出向くため市内で受診可能な医療機関を
である必要があるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）
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